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令和８年度 

宮城県立金成支援学校高等部入学者募集要項（第二次募集） 

宮城県立金成支援学校 
 

１ 募集定員      高等部 普通科 第１学年  １０名程度 （修業年限３年） 

 

         

２ 出願資格 

（１） 学校教育法施行令第２２条の３に規定する程度の知的障害がある者で、令和８年３月

末日までに、中学校、特別支援学校（知的障害）中学部を卒業した者若しくは卒業見込

みの者、義務教育学校を卒業した者若しくは卒業見込みの者又は中等教育学校の前期課

程を修了若しくは修了見込みの者で宮城県内に住所を有する者 

注１ ① 中学校卒業若しくは卒業見込みの者、義務教育学校卒業若しくは卒業見込みの者又は中等教 

育学校前期課程を修了若しくは修了見込みの者で、特別支援学校（知的障害）を志願する場合 

は、特別支援学級（知的障害）在籍が条件である。 

② ただし、中学校卒業若しくは卒業見込みの者、義務教育学校卒業若しくは卒業見込みの者又は

中等教育教育学校前期課程を修了若しくは修了見込みの者で、通常の学級又は特別支援学級（知

的障害以外）に在籍している場合は、知的障害を証明する書類（療育手帳の写し等）又は市町村

教育委員会で設置している就学支援委員会が知的障害があると判断したことを証明する書類

（就学支援委員会資料の写し等）を添付した市町村教育委員会教育長の証明書のいずれかを出

願書類に添付することにより受検を可とする。 

注２ 第二次募集に出願できる特別支援学校高等部は一つの学校に限るものとする。また、第二次募集

で合格した場合は、他の公立学校に出願することはできない。 

注３ 特別支援学校高等部に出願できる者は、原則として出願時点で高等学校、中等教育学校の後期課

程、高等専門学校、特別支援学校高等部及び支援学校高等学園のいずれにも在学していない者とす

る。 

（２） 本校第二次募集に出願できる者は、上記（１）に定めるところによる者のうち、以下

のいずれかに該当するものとする。 

   ① 本県の県立特別支援学校高等部及び県立支援学校高等学園を受検し、合格していな

い者。 

   ② 本県の県立特別支援学校の高等部の第一次募集又は本県の県立支援学校高等学園に

出願したが、病気や不慮の事故等で受検できなかった者。 

   ③ 県外からの出願承認期間以降に、やむを得ない事由により県外から一家転住してき

た者で、県外の特別支援学校への入学意思がないことを確認できる者。 

 

 

３ 出願手続き 

（１） 出願書類 

① 入学願書 （本校所定の様式：入学願書のみケント紙を使用すること） 

② 調査書  （本校所定の様式：出身学校長が証明したもの） 

③ 知的障害を証明する書類（療育手帳の写しなど：知的障害学級在籍以外の受検者のみ） 

④ 受検上の配慮申請書（様式第８号-１：必要な生徒のみ、本校募集要項「８ 諸検査及

び面接等の実施上、配慮を要する者の扱いについて」参照） 

※①、②、④は、本校のホームページからダウンロードすることができる。 
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（２） 出願書類の提出 

① 出願期間 令和８年１月２２日（木） 

 受付時間は、午前９時から午後４時までとする。 

② 出願方法 本校に直接持参する。 

・ 出願書類に不備があった場合には受理しない。 

・ 選考結果に係る通知書の郵送を希望する場合は、選考結果送付用封筒１通（角２

号、簡易書留速達郵便料金９７０円分の切手を貼付し、出身学校長名、住所、郵便

番号等を明記したもの）を出願の際に提出すること。 

③ 手数料   出願に係る手数料は、徴収しない。 

 

 

４ 入学者の選考 

（１） 期  日 令和８年１月２３日（金） 

（２） 場  所 宮城県立金成支援学校 

（３） 選考方法 調査書、諸検査の結果及び面接等を合わせて総合的に判断する。 

         ※ 諸検査 言語・数量的能力、作業能力等 

 ※ 面 接 本人と保護者を対象とする。 

検査室への移動等の様子全般の観察を含む。 

（４） 日  程     ８：５０ ～  ９：１０  受付（本人・保護者） 

             ９：１０ ～  ９：１５  注意事項の説明 

             ９：３０ 〜 １２：００  諸検査、面接 

（５） 持 ち 物 受検票、筆記用具、上履き 

 

 

５ 合格者発表 

・ 令和８年１月２３日（金）  午後３時 

・ 本校職員玄関前に合格者の受検番号を掲示する。（当日午後５時まで掲示） 

・ 合格者発表の結果に係る通知書は、出身学校長宛に通知するので、合格者発表当日、 

学校担当者は受領印を持参すること。 

 

 

６ 学力検査教科別得点の簡易開示について 

・ 本校の入学者選考では、教科の学力検査は実施していないので、簡易開示の対象と

はならない。 

 

 

７ 諸検査及び面接等の実施上、配慮を要する者の扱いについて 

・ 出身学校長は、身体上のこと等で特に配慮を要する者の諸検査及び面接等について、

事前に出願する本校校長と電話等で連絡・調整の上、出願期間前のできるだけ早い時

期に、受検上の配慮申請書（様式第８号－１）により申請する。 
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８ 教育相談 

  ・ 志願する者は、事前に電話連絡の上、本校において教育相談を受けることとする。 

  ・ 実施日   令和８年１月２２日（木） 

  ・ 実施時間  午前９時から午後４時まで（１時間程度） 

  ・ 持ち物   上履き 

  ・ 相談形式  個別面談で行う。（本人、保護者、担任の順で実施） 

※本校高等部の見学等をしていない場合は見学等を含む。 

その場合、時間が延びることがある。 

・  申込方法   希望時間を電話により申し込むこと。 

  ・ その他   ①「教育相談資料」の電子データは、本校ホームページに掲載するの

で、ダウンロードして使用すること。 

          ②「教育相談資料」は担任が記入し、事前に提出することが望ましい。  

           （ＦＡＸ不可） 

 

 

９ その他 

  ・ 志願する者は、原則として事前に本校において教育相談を受けることとする。 

  ・ 不明な点は、下記に問い合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県立金成支援学校高等部入学者選考委員会事務局 主幹教諭 仲松 

高等部主事 桜井   

TEL  0228(42)2211 

FAX  0228(42)2210 


